
※ 電話相談・予約の通話料は相談者負担です。

弁護士会名 相談窓口の名称等 電話番号 URL 備考

仙台弁護士会 - 022-223-2383 https://senben.org/sendai

・面談（予約制、初回相談料無料）
・予約受付時間：平日（祝日・年末年始を除く）
　9:00～17:00
　（公益通報の相談と申し出てください）

群馬弁護士会
消費者問題対策委員会内
公益通報ホットライン

027-226-5005 https://www.gunben.or.jp/activities/consumer/
・電話（相談料無料）
・実施日：偶数月第４金曜日　13:00～16:00

埼玉弁護士会 - 048-710-5666 https://www.saiben.or.jp/soudan/center/saitama.html

・埼玉弁護士会法律相談センターで相談受付
・電話（相談料有料：30分 5,500円、税込）
　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）9:00～17:00
　土曜日9:30～11:30

【面談】
公益通報面談相談

043-227-8954
（受付）

・面談（予約制、初回相談料無料）
・予約受付時間：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　10:00～11:30、13:00～16:00
　（公益通報の相談と申し出てください）

【電話】
公益通報電話相談

043-225-7248
・電話（相談料無料）
・毎月第３木曜日（祝日を除く）
　相談時間：11:00～14:00

東京三弁護士会代表相談窓口 03-3581-2425
・書面（相談料についてはお問合せください）
・三弁護士会合同で実施
　毎年度担当弁護士会は持ち回り

東京弁護士会
公益通報電話相談

03-3581-2236
・電話（相談料無料）
・毎月第３火曜日
　相談時間：11:00～13:00

愛知県弁護士会 公益通報相談 052-565-6110 https://aiben-koueki.jp/

・申込方法：電話またはインターネット
・電話受付：平日9:10～16:30
（公益通報の相談と申し出てください）
・受付後、担当弁護士から相談者へ電話をして電話相談（相
談料無料）を実施。その後、必要に応じて面談相談（初回のみ
無料）を実施する場合もあり

京都弁護士会 公益通報相談 075-231-2378 https://www.kyotoben.or.jp/soudan13.cfm
・面談（相談料有料）、電話で予約
　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　電話での予約時間：9:15～12:00、13:00～16:30

大阪弁護士会 公益通報者サポートセンター 06-6364-6251 https://soudan.osakaben.or.jp/free/tel.html#a01

・電話相談（相談料無料）
　毎週月曜日  相談時間：12:00～14:00
・面談相談（初回のみ無料）
　インターネット上での相談申込の受付
　相談日時は直接、相談担当弁護士と調整

相談窓口を設置している弁護士会（10単位会　2026年７月時点）

千葉県弁護士会
https://www.chiba-
ben.or.jp/soudan/consultation/kouekituuhou.html

東京弁護士会
第一東京弁護士会
第二東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/koueki/
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